
教職研究・実践集録（関⻄外国語⼤学教職教育センター）（2020） 

 
 

46 

 幼小接続における情報連携に係る一考察 

－情報共有の質的向上に向けて－ 

 

浦嶋敏之（英語キャリア学部） 

黒田秀子（英語キャリア学部） 

森田健宏（英語キャリア学部） 

 

＜要約＞ 子どもたちに「生きる力」を育むために、幼児期の教育の基礎の上に、中学校以

降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通す学習が求められている中、幼稚園等（保

育所、認定こども園を含む）と小学校との情報共有や連携には課題が多い。そこで本稿では、

大阪府の各自治体の「教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価報告書」及び関連部署や

学校園へのヒアリング調査をもとに、保幼こ小の学びの連続性に視点をおき、情報共有の質

的向上に向けた考察を行った。各自治体では、教育振興計画の見直し時期に幼稚園教育要領

の改訂があったことや、保育所・幼稚園の再編整備とも併せて、いわゆる「10 の姿」をキ

ーワードにした保幼こ小連携の様々な工夫が見られた。  

 

キーワード：保幼こ小連携、教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価報告書、幼児期終

わりまでに育ってほしい 10 の姿、接続期カリキュラム 情報の視覚化 

 

1. はじめに 

令和２年度より本格実施となった小学校学習指導要領には、新たに「前文」が加えられ、

その中で持続可能な社会の創り手の育成の必要性と、その実現に向けた社会に開かれた教

育課程の重要性が述べられている。また、その結びには、幼児期の教育の基礎の上に、中学

校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通す学習への期待が述べられており

（幼稚園教育要領及び中学校学習指導要領も同趣旨）、幼児教育との接続の重要性を強調し

ているものと受け止められる。 

保育所・幼稚園・認定こども園と小学校の連携（以下、保幼こ小連携）については、これ

までもその重要性は認識され様々な取組みが行われている（ex. 門田・諌山・中村, 2019、

鞍馬, 2015 他）。大阪府では、「多様性・地域性を大切にした教育活動」が実践されており、

中学校区を教育コミュニティとした実践が盛んである。その中で、保幼こ小連携の実践が地

域の特色に応じて積み上げられてきた経緯がある。子どもの状況を理解するための「引き継

ぎ」をはじめ、いわゆる「小一プロブレム」を背景に、「早く小学校生活に慣れるため」、「入

学してくる子どもを理解するため」といった接続期をスムーズにするための体験入学や遊

び等の子ども同士の交流が盛んであった段階から、一過性のイベント的な連携にならない

ように、学びの連続性を意識した教育課程や教育内容のレベルの連携を目指す段階に入り、
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保幼こ小の接続カリキュラムの作成やそれを実現するための保幼小の教職員連携の研修の

機会確保や充実などに着手し、検討が進められている。 

平成 29年度には、幼稚園教育要領、小学校学習指導要領の改訂が告示され、現在、さら

なる取り組みの充実が進められているところである。 

そこで、本研究では、大阪府における保幼こ小の接続についての状況を調査し、「保幼こ

小の学びの連続性」に視点をおき、情報共有の質的向上に向けて検討を行うこととし、併せ

て園務や校務の業務支援システムの利用可能性についても言及したい。前述の通り、大阪府

内のすべての小学校では、幼稚園や保育所からの引き継ぎ会等の情報連携をはじめ、子ども

の交流活動等、これまでに様々な保幼こ小連携の取組みを積み重ねている。そこで、保幼こ

小接続への具体的な取組み状況やその内容を詳細に検討することを目的として、以下２つ

の調査を実施した。 

 

2.調査方法 

まず、＜調査１＞として、各市町村が「地方教育行政の組織及び運営に関する法律 26 条」

に基づいて公表していている「各市町村教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価報告

書（令和 2年度報告：令和 1年実施事業対象）」（以下「点検評価報告書」）を収集し、その

内容から大阪府内各市町村における実態を検討した。この「点検評価報告書」は、各自治体

が教育振興計画等に基づき実施した重点事業についての報告であり、保幼こ小連携を事業

に位置づけ評価対象にしていること自体にも意味があると考えたためである。 

次に、＜調査２＞として、さらに具体的な保幼こ小連携実情を把握することを目的に、大

阪府内の 2自治体 1小学校対象にヒアリング調査を行った。 

これらの調査の概要と考察を以下に報告していくこととする。 

 

3．調査結果と考察 

（1）＜調査１＞：「点検評価報告書」からみる大阪府における保幼こ小連携の現状と課題  

大阪府教育庁は、「大阪府教育振興計画」の「基本方針 1」のうち、「市町村とともに小・

中学校の教育力を充実します」の「重点項目 4」として「校種間連携の推進」を位置づけ、

「点検評価報告書」では保育所・幼稚園・こども園と小学校間の合同研修実施率（目標：

100％）をその評価指標としている。大阪府教育庁は、幼児教育フォーラムや市町村幼児教

育担当者会等で、保育所・幼稚園・認定こども園と小学校の教員間の連携について働きかけ

を行っているが、その達成率は 55．8％にとどまっており、評価を「△（目標達成が困難）」

レベルとしている。同様の指標を設定している小中連携の達成率は 100％となっていること

から、保幼こ小の連携については、各市町村での特色ある実例の積み重ねはあるものの、府

内全体としては取組みの格差が見られ、難しいと判断されていることがうかがえる。 

そこで、大阪府内各市町村の「点検評価報告書」から保幼こ小の連携の状況を調査した。

表 1 は、「点検評価報告書」において重点事業として明記されている市町村のデータをまと
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めたものである。その結果、評価対象の事業の中で保幼こ小連携に関する記述がある自治体

が大阪府内 43 市町村のうち「30」となっている。保幼こ小の連携は、すべての自治体で行

われているが、事業としては、保育所・幼稚園の再編整備が中心となっている場合や、小規

模自治体では、事業化されていない場合が多いということがあるためである。そのうち、具

体的な連携内容についての記述がある自治体は「28」であり、その具体的内容は、大きく「子

どもの交流」と「教職員の連携」に分けられ、その内容としては表 2の通りであった。 

表１ 大阪府内市町村の重点事業にみる保幼小連携の状況 

（「2020（令和 2）年度各市町村教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価報告書」より作成） 

 

表２ 保幼小連携の取組例として記されていた内容 

子どもの交流 教職員の連携 

小学校への体験入学 

授業見学（市として一斉実施日設定） 

合同活動（園児と児童との交流） 

・遊び 

・給食 

・学校紹介 

・音楽 

・英語活動 

行事交流 

・運動会 

・夏祭り 

・避難訓練 

職場体験(中学生) 

保幼小連絡会（私立も含む場合有り） 

情報交換会(引き継ぎ等) 

合同研修会 

園内（校内）研究会の公開 

幼児教育サポートだより等発行誌の交流 

授業参観 

保育参加（小中教員による） 

模擬授業（小教員による） 

保幼小連携担当教員の配置 

項 目 
該当自治体数 

(全 43 市町村のうち) 

保幼小連携の記述有り 30 

具体的な連携（子どもの交流、教職員の連携）の記述有り 28 

接続期カリキュラム（アプローチカリキュラム、スタート

カリキュラム等）の記述有り 
12 

連携のための組織(市町村として)の記述有り 7 

幼稚園教育要領の「幼児期の終わりまでに育ってほしい

10 の姿」に関する記述有り 
6 

支援教育関係で、情報連携のツールの記述有り 4 



教職研究・実践集録（関⻄外国語⼤学教職教育センター）（2020） 

 
 

49 

このように、各自治体及び校区の特色に応じて様々な取組みがみられ、進学時の引き継ぎ

にとどまらず、実際の子どもの姿を通して、子ども理解や教育内容の連携を深める実践が工

夫されていることがうかがえる。例えば、運動会などの行事に招待するものから、遊びや音

楽を通して子ども達が直接交流するもの、近年では、英語活動や避難訓練といった今日的課

題を合同活動として取組むものもある。また、それらの取組みを実現させるための教職員の

連携も、取組みの準備だけでなく、連絡会等日常的な連携のための組織をつくり、合同研修

など教育内容での連携が進む体制づくりがみられる。 

一方、これらの実践にあたっては、就学前教育のニーズが多様化している中、小学校の連

携先が 10 施設を超えることも珍しくなく、企画・調整等に大きな時間と労力を要するのが

課題となっている。働き方改革が求められる中、教育現場では限られた条件の中、如何に効

果的な取組みにするか苦慮しているようである。そこで、今回の学習指導要領で示された

「カリキュラム・マネジメント」が１つの大きなポイントと考える。つまり、保幼こ小が何

のために連携するのか、また、連携が子どもの育みにどのような効果があり、それぞれがめ

ざす「育みたい子ども像」にどうつながっていくのかについて、保幼こ小それぞれが共通認

識を持ち、PDCA サイクルを確立させながら、保幼こ小それぞれが地域の教育資源の一つと

して機能するための横断的な取組みをカリキュラムとして整理することがますます重要と

なるということである。 

なお、保幼こ小連携のツールとして、「接続期カリキュラム」を位置づけて「アプローチ

カリキュラム」や「スタートカリキュラム」に関する内容を評価対象事業としている自治体

は「12」あり、そのうち、「幼児期終わりまでに育ってほしい 10 の姿」を保幼小連携の共通

認識に位置づけているのが「6」となっていた。また、保幼小連携を推進するための常設の

組織の設置に言及しているのが「7」となっている。さらに、支援教育の取組みの中で、配

慮を要するこどもや支援対象の子どもの情報共有のためのツールとして「○○ファイル」、

「サポートブック」等を位置づけているのが「4」確認された。 

このように、「点検評価報告書」で見る限り、「接続期カリキュラム」等具体的な連携ツー

ルについては、普及途上と考えられる。例えば、市町村が示したカリキュラムのモデルを参

考に、さらに自校園のものを作成するには、関係保幼こ小の連携機会の充実、とりわけ合同

研修等での共通認識構築が不可欠であり、先述の大阪府の「点検評価報告書」における合同

研修の達成率が 55．8％にとどまっていることからもその状況が推察できる。一方、この間

の幼児教育無償化の動きや、幼児教育に対する多様なニーズに対応するための保育所・幼稚

園の再編など、幼稚園の在り方を検討中の自治体も多く、事務的な課題と教育内容の課題の

精査をしながら総合的な検討がされている。その整備が完了すれば、今後、さらに、事業の

重点が保幼こ小連携へシフトするところが増えると推察される。 

   

 （2）＜調査２＞大阪府内の教育委員会等を対象としたヒアリング調査からみる報連携にお

ける幼稚園教育要領改訂の効果 
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①市町村教育委員会の取組み 

学習指導要領等の改訂は、情報連携としてどのような意味があるかを詳細に検討するた

め、調査１の結果をふまえ、A市と B市を対象にヒアリング調査を行った。ヒアリングの内

容は以下の通りである。 

A市 

A 市では、これまでの校種間連携の実践をベースに平成 26 年度から、独自の保幼小中連

携教育に取り組んでいる。そのツールとして各中学校区において育みたい子ども像の共通

認識を持ち、それを実現するための「保幼小中連携カリキュラム」を作成している。 

「保幼小中連携カリキュラム」には、中学校卒業時点での子どもたちに育みたい力を目指

す子ども像として掲げた上で、「生活指導」「教科指導」等の領域ごとに課題と目標をたて、

それに向けて４歳児から中３まで学齢ごとに「CAN DO リスト」として具体的目標とその手

立てを示している。その中で、保幼～小の接続期、小～中の接続期の課題と取組みは特出し

し、校区で共有しやすくしている。その際、取組みの観点のベースに「幼児期の終わりまで

に育ってほしい 10 の姿」を位置づけており、幼稚園の先生の声として、5領域に加え、“10

の姿”が示されたことで、園児の状況が伝えやすくなったとのことである。 

さらに A市では、保幼小中の教職員と教育委員会が協議し（令和１年）、子どもに育みた

い４つの力（非認知能力)を整理し直し（令和 2年改定）、新教育プランに目指す子どもの姿

として具体的に示すと共に、子どもの姿を見取る目安になるルーブリックも提示している。

2020(令和 2)年度からその実践ツールとして、私立の施設も含めた 4歳児からの「キャリア

パスポート」の試行を始めた。 

B市 

B市では、「B市乳幼児教育保育アクションプラン」（平成 29年 3月）に基づき、0歳児か

ら中学生までの育ちを見通した中で、保幼こ小中の交流、連携の充実を図っている。また、

令和 2年 3月には「第 2期 B市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、その中でも、「保

幼こ小中連携の取組みの推進」を位置づけ取組みの推進を図っている。 

保幼こ小中の教職員が子どもの発達や学びの連続性を見据え、保育や教育内容について

相互理解を深め、スムーズな接続に向けた取組みを推進するため、就学前施設（公立 2、私

立 14）と小中学校に交流連携の窓口となる担当職員を配置している。市は、「保幼こ小中連

携担当職員研修」を実施し、子どもの様子等についての情報共有や、互いの実践や交流活動

についての情報交換、公開交流による研究などを行っている。そのことにより、保幼こ小中

の間に“顔が見える関係”が築かれ、担当職員を中心に中学校区ごとに、小学校行事への参

加や就学前施設の訪問など、特色ある取組みが生まれている。D地区では、子ども園と小学

校で「清掃活動」の方法をそろえたり、「あいさつ運動」で園児、児童、生徒が一緒に挨拶

したりする光景が見られる。 

また、支援教育関係でも、保護者の協力を得ながら、子どもの学びを引き続くシートを作

成し、保幼こ小の学びの連続性と保護者の安心に繋げている。 
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A市では、指導要録に十分記述できなかった子どもの姿を、「保幼小中連携カリキュラム」

に沿った実践を通して共有しているものと捉えられる。これは、子どもの学びに関する様々

な情報を「保幼小中連携カリキュラム」や「4歳からのキャリパスポート」として可視化し、

子どもの課題や成長の“見える化”を試みた好事例として位置づけられると考える。このよ

うな取組みが可能になった背景には、これまでから保幼小連携を含む地域連携をベースに、

子どもたちの課題を焦点化し、目標を明確に設定し改善するというスタイルが確立されて

きたからだと考えられる。 

大阪府域では、A市と同様の地域連携の基盤がある。今日、各市町村において、教育改善

のための PDCAサイクルの機能充実を図る中、点検評価が義務づけられて事業評価に具体的

な成果指標を用いるところが増えた。これまで評価になじまなかった非認知能力について

も、子どもの作品やアンケートから成果や課題を把握する工夫を行っている。このように大

阪府域には保幼こ小連携の素地があり、A市の今年度からの私学も含めた新たな保幼小連携

のチャレンジに期待するところは大きい。 

B 市は、保幼こ小連携を担う教員を配置するなど、その位置づけを明確している。特に、

自治体の特色を活かし、市内の民営の施設を含めているところが大きな強みである。公立・

私立の成り立ちの違う施設が連携した取組みを行う要として、連携担当職員の存在は重要

である。取組み始めた 4年前は、私立の施設の一部には担当者の派遣に負担感があったもの

の、子どもの交流が進み、就学に対する子どもの不安が希望に変わっていく姿から、今では、

「公開交流会に担当を複数派遣したい。」とう声を聞くようになったとのことである。各施

設は、それぞれの特色を出しながらも、「B 市乳幼児教育保育アクションプラン」のもと、

育てたい子ども像を共有することで学びの連続性を創ろうとしており、幼稚園教育要領で

示された「10 の姿」を、顔の見える関係を活かし実際の子どもの姿に重ねてみることが、

相互理解を深めるポイントになっているとのことであった。加えて、支援教育関係では、引

継ぎシートというツールを活用することでスムーズな接続を可能としている。今後、すべて

の子どもについても、指導要録以外に日々の成長の軌跡を情報共有するためのツールを工

夫することが求められている。 

以上のように、保幼こ小の連携にあたって、各市町村内で地域の実情に合わせた工夫され

た取り組みがあり、それを実践・検証する軸として、「10 の姿」は、共通のキーワードとな

ってくると考える。 

 

②小学校現場の実情  

幼稚園については、2017(平成 29年)幼稚園教育要領の改訂で「幼児期終わりまでに育っ

てほしい 10 の姿」が示され、翌 2018(平成 30 年)には、「幼稚園及び特別支援学校幼稚部に

おける指導要録の改善について（通知）」のなかで、幼稚園指導要録におけるその記載例が

示されている（保育所、認定こども園についても同様）。「幼稚園幼児指導要録」については、

学校教育法施行規則第 24 条第 2 項により小学校等の進学先に指導要録の抄本又は写しを送
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付しなければならないとされていることから、その活用について C 小学校にヒヤリング調

査を行った。 

幼稚園指導要録等（保育所、認定こども園の要録等も同様）そのものは、子どもの成長の

記録として重要なものであり、校種間接続の貴重な情報交流の題材の１つである。しかしな

がら、保幼こ小連携のツールとして活用しにくい現実があり、その理由として、次のような

ものであった。 

i 情報連携としては、入学前に面談による「引き継ぎ」がある。引き継ぎ対象となる

園所は、10箇所に及ぶ小学校もあるため、2月から 3月にかけて順次実施している。

一方、それまでに指導要録の写しが小学校に届くは 3月末になり、子どもが入学後、

参考に見る程度になってしまう。 

ii 指導要録については、公開を前提に児童に不利益にならないように、園児の良いと

ころを中心に記述しており、引き継ぎでの情報交換の方がより詳細なものとなって

いる。 

iii 指導要録は、公簿1ということもあり日常的に見るものではない。ただ、改訂で示さ

れた 10 の姿等の項目については、情報連携の観点として役にたっている。 

このような教育現場の実情についても注視すべきであろう。 

 ⅲの「10 の姿」が情報連携の観点として機能している例としては、小中連携カリキュラ

ムへの反映がある。府内では、各自治体の教育振興基本計画が見直しの時期を向かえ、その

中で、これまでの小中連携から小中一貫教育へという傾向が強まっている。義務教育学校も

7校誕生しており（2020.4．1 現在）、今後、更に増える見込みである。市として小中一貫教

育がスタートした C小学校では、小中連携カリキュラムを作成する際、これから中学校区で

設定する「15歳までにつけたい力」に「10 の姿」がどう位置づくかを議論することで、教

職員自身が、幼児期からの学びのつながりや今後の見通しが持つことができるということ

であった。これまでの子どもの交流での具体的な姿を、「10 の姿」の視点を通して情報交流

することで一人ひとりの子どもへの理解がさらに深まると考えられる。このように、改訂で

示された「10 の姿」は、教育現場においても子どもたちに育みたい資質・能力を語る共通

項として、保幼こ小連携促進のキーワードとなることが期待される。 

 

4 園務支援システムの導入と今度の課題 

保幼こ小の情報共有の環境整備については、小学校と中学校との連携が充実するにつれ、

必然的に幼稚園・保育所・認定こども園の業務量が増えることになる。規模の小さな園では、

教職員が少なく意欲と物理的な限界とのジレンマに陥るケースが少なくない。その対策の

一つとして「園務支援システムの導入」が考えられる。 

園務情報化と幼小接続における情報共有の有用性については、「幼稚園等で園務情報化が

 
1 公簿：官公署が法令の規定に基づいて作成し、常に備えておく帳簿。 
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進展し、統合パッケージソフトを用いて各種データを集約し、幼稚園幼児指導要録を文部科

学省の参考様式に準じたものを機械的に作成し、送信されるというだけでは、小学校におい

てもこれまで同様、理解、利用されがたいものになることが推測される。そのため、手交さ

れる情報が、いかに利用価値のあるものとなるかについては、相互の教育特性についての理

解と、双方のニーズに応じた情報形態を考案していく必要がある。したがって、幼小接続に

おける有益な情報共有を達成するためには、単に各校種のフォーマットで完結するだけで

なく、例えば、ソフトウェアに AI機能を搭載して、進学後に想定される（あるいは期待さ

れる）情報に変換されるなど、有益な情報となるようソフトウェアの進化も望まれるであろ

う。もちろん、そこには公立学校園として望まれる標準的な教育課程に準拠したものである

必要がある。」（森田・浦嶋、2019）という指摘があるように、指導要録の作成等事務に限ら

ず、カリキュラムの作成・共有やその進捗管理、あるいはキャリアパスポートのような「個

人の成長の記録の作成・保存に資するソフトウェア」の開発が求められているのではないだ

ろうか。A市を例にすると、保幼小連携の中で作成した 4歳から 15歳までのカリキュラム

をベースに、学習指導や生徒指導等それぞれの領域や時期に様々なコンテンツがあり、その

実践がそのまま成長の記録とされ、ポートフォリオ的にふり返りができたり、未来への見通

しに使ったりできないだろうか。それを子どもだけでなく、保護者や教員も共有し、育みの

作戦ボード的に活用する情報連携ツールとしての可能性は大きいと考える。 

令和元年度「エビデンスに基づいた学校教育の改善に向けた実証事業」(文部科学省)に基

づいて作成された「教育の質の向上に向けたデータ連携・活用のガイドブック」（2020．3）

並びに「教育の質向上に向けたデータ連携・活用の効果検証に関する分析結果報告書」（2020．

3）では、子どもの出席状況や成績、保健室記録などの「校務系データ」と子どものアンケ

ートや学習ドリルデータ、作品などの「授業・学習系データ」を連携させる役割の「データ

可視化システム」の先進的な取組事例の紹介とその導入の効果について報告されている。 

現在、いくつかのソフトウェアメーカーでは、園務情報システムにドキュメントの作成管

理に関する機能が搭載されているケースがあるが、各教育現場の業務実態に十分合致する

カスタマイズの可塑性があるものについては、このような実証事業の成果や現職の教職員

のニーズを踏まえて開発されることが重要である。 

 

5．おわりに 

2019（令和元）年度「教育の情報化に実態に係る主な指標」（表 3）を見ると、大阪府は全

国平均よりやや良好な状況になっている。統合型校務支援システムの整備率は 78．3％では

るが、市町村別に見ると、整備・未整備のばらつきがある。また、整備済みの自治体でも幼

稚園は対象となっていないのがほとんどである。 

2020(令和2)年度、新型コロナウイルスの流行を受けGIGAスクール構想が前倒しとなり、

子ども一人に一台のパソコンと、そのためのネット環境づくりも急速に進んでいる。教員の
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ICT活用指導力の向上も喫緊の課題であり、

教員研修も充実されていくのが必至である。 

この期に、保幼小連携をも視野に入れて整

備するか否かが、今後の保幼こ小の情報連携

を左右すると考える。そして、校務支援シス

テムは、校務の効率化にとどまらず、教育情

報の可視化システムとして、子どもたちの学

びの連続性を可能にし、その成長を“見える

化”する有効なツールとして捉えることが重

要である。併せて、教育現場とハードやソフ

ト開発者、官学民等、あらゆる分野が連携し

た地域や職域の特性に応じた向けたシステ

ムの開発が、子どもたちの自己実現すなわち

夢の実現につながるものと考える。 
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